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第
一
章 

総
則 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
国
民
の
健
康
の
保
持
を
図
る
上
で
難
病
対
策
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か

ん
が
み
、
難
病
対
策
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
国
及
び
地
方
公
共
団
体
等
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
等
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
難
病
対
策
を
総
合
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
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難
病
の
患
者
（
以
下
「
難
病
患
者
」
と
い
う
。
）
の
福
祉
の
増
進
と
国
民
保
健
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
難
病
の
範
囲
） 

第
二
条 
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
講
ず
る
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
施
策
の
対
象
と
す
る
難
病
は
、
医
学
的
に
原
因
又
は
発
症

の
機
序
が
解
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
発
症
又
は
病
状
の
進
行
を
防
止
す
る
等
の
た
め
の
治
療
方
法
が
確
立
さ
れ
て
い
な

い
疾
病
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
り
長
期
の
療
養
が
必
要
と
な
り
、
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
が
生
じ
る
お
そ
れ

が
高
い
も
の
と
し
、
そ
の
範
囲
は
、
こ
れ
ら
の
施
策
が
次
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
適
確
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
施
策
ご

と
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 

難
病
対
策
は
、
難
病
の
原
因
（
難
病
の
発
症
の
機
序
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
究
明
、
治
療
方
法
の
確
立
等
の
た

め
の
調
査
研
究
を
着
実
に
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
難
病
患
者
が
そ
の
成
果
を
活
用
し
た
必
要
か
つ
適
切
な
医
療
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
難
病
患
者
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
、
そ
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
に

難
病
患
者
に
対
し
必
要
な
援
護
を
行
う
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
難
病
患
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
施
策
は
、
難
病
の
種
類
並
び
に
難
病
患
者
の
心
身
の
状
況
及
び
年
齢
に
応
じ
、
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か
つ
、
医
療
保
険
、
介
護
保
険
、
障
害
者
の
福
祉
、
児
童
の
福
祉
そ
の
他
の
関
連
施
策
と
の
有
機
的
連
携
を
図
り
つ
つ
、
総

合
的
に
策
定
さ
れ
、
及
び
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
） 

第
四
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
前
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
難
病
対
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す

る
。 

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
難
病
対
策
が
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
相
互
に
連
携
を
図
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

（
国
民
の
責
務
） 

第
五
条 

国
民
は
、
難
病
患
者
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
社
会
連
帯
の
理
念
に
基
づ
き
、

難
病
患
者
が
そ
の
難
病
を
克
服
し
、
社
会
経
済
活
動
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
努
力
に
対
し
、
協
力
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
難
病
対
策
実
施
大
綱
） 

第
六
条 

政
府
は
、
難
病
対
策
を
総
合
的
か
つ
適
確
に
推
進
す
る
た
め
、
難
病
対
策
と
し
て
実
施
す
べ
き
施
策
の
大
綱
（
以
下
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「
難
病
対
策
実
施
大
綱
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
厚
生
労
働
大
臣
は
、
難
病
対
策
推
進
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
難
病
対
策
実
施
大
綱
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を

求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
難
病
対
策
実
施
大
綱
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
行
政
機
関
の
長
と

協
議
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

政
府
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
難
病
対
策
実
施
大
綱
を
国
会
に
報
告
す

る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

前
三
項
の
規
定
は
、
難
病
対
策
実
施
大
綱
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
財
政
上
の
措
置
等
） 

第
七
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
難
病
対
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。 

２ 

国
は
、
地
方
公
共
団
体
が
難
病
対
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
た
め
の
費
用
に
つ
い
て
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
そ
の

他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
年
次
報
告
） 

第
八
条 
政
府
は
、
毎
年
、
国
会
に
、
政
府
が
講
じ
た
難
病
対
策
の
実
施
の
状
況
に
関
す
る
報
告
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

第
二
章 
基
本
的
施
策 

      

第
一
節  

難
病
に
関
す
る
調
査
研
究
等 

（
調
査
研
究
の
推
進
） 

第
九
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
難
病
の
原
因
、
予
防
及
び
治
療
に
関
す
る
調
査
研
究
を
推
進
す
る
た
め
、
調
査
研
究
の

体
制
の
整
備
並
び
に
研
究
者
等
の
養
成
及
び
確
保
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
医
薬
品
等
の
研
究
開
発
の
促
進
） 

第
十
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
難
病
に
係
る
医
療
の
た
め
の
医
薬
品
及
び
医
療
用
具
の
研
究
開
発
を
促
進
す
る
た
め
、

必
要
な
財
政
上
の
措
置
、
そ
の
研
究
開
発
に
係
る
助
言
又
は
指
導
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
患
者
の
数
が
少
な
い
難
病
へ
の
配
慮
） 

第
十
一
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
前
二
条
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
患
者
の
数
が
少
な
い
難
病
に
つ
い
て
特
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に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
情
報
の
収
集
及
び
提
供
等
） 

第
十
二
条 
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
難
病
の
原
因
、
予
防
及
び
治
療
に
関
す
る
調
査
研
究
の
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
推
進

並
び
に
そ
の
成
果
の
活
用
を
図
る
た
め
、
難
病
の
原
因
、
予
防
及
び
治
療
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
提
供
、
調
査

研
究
の
成
果
の
普
及
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
調
査
の
実
施
） 

第
十
三
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
難
病
の
実
態
に
関
す
る
調
査
そ
の
他
の
難
病
対
策
の
策
定
及
び
実
施
に
必
要
な
調
査

を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

        

第
二
節  

難
病
患
者
の
福
祉 

（
医
療
の
提
供
体
制
の
整
備
） 

第
十
四
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
難
病
患
者
が
適
切
な
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
難
病
患
者
の
医
療
の
確

保
そ
の
他
難
病
患
者
の
医
療
の
提
供
体
制
の
整
備
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
医
療
費
負
担
の
軽
減
） 
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第
十
五
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
長
期
の
療
養
を
必
要
と
す
る
こ
と
、
病
状
の
程
度
が
重
い
こ
と
等
に
よ
り
医
療
費
が

高
額
と
な
る
難
病
患
者
に
つ
い
て
、
そ
の
医
療
費
に
係
る
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

（
日
常
生
活
に
係
る
支
援
） 

第
十
六
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
の
あ
る
難
病
患
者
に
対
し
、
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必

要
な
便
宜
を
供
与
し
、
福
祉
用
具
の
給
付
を
行
う
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
相
談
等
の
援
助
） 

第
十
七
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
難
病
患
者
の
医
療
、
保
健
及
び
福
祉
に
つ
い
て
、
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提

供
、
助
言
、
指
導
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
施
設
の
整
備
） 

第
十
八
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
難
病
患
者
の
医
療
、
保
健
及
び
福
祉
に
関
し
必
要
な
施
設
を
整
備
す
る
よ
う
必
要
な

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
教
育
） 
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第
十
九
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
難
病
患
者
が
そ
の
心
身
の
状
況
及
び
年
齢
等
に
応
じ
十
分
な
教
育
が
受
け
ら
れ
る
よ

う
必
要
な
環
境
の
整
備
の
促
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
職
業
紹
介
等
） 

第
二
十
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
難
病
患
者
の
就
業
の
機
会
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
雇
用
情
報
の
提
供
、
職
業
指
導
及

び
職
業
紹
介
の
実
施
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
章 

難
病
対
策
推
進
審
議
会 

第
二
十
一
条 

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
調
査
審
議
す
る
ほ
か
、
難
病
対
策
実
施
大

綱
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
施
策
ご
と
の
対
象
と
す
べ
き
難
病
の
範
囲
そ
の
他
難
病
対
策
の
推
進
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査

審
議
す
る
た
め
、
厚
生
労
働
省
に
、
難
病
対
策
推
進
審
議
会
を
置
く
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
難
病
対
策
推
進
審
議
会
の
組
織
、
所
掌
事
務
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で

定
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 
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１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
薬
事
法
及
び
採
血
及
び
供
血
あ
つ
せ
ん
業
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

２ 

薬
事
法
及
び
採
血
及
び
供
血
あ
つ
せ
ん
業
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

    

附
則
第
二
十
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

    

六  

難
病
対
策
推
進
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第      

号
）
第
十
条 

 

（
厚
生
労
働
省
設
置
法
の
一
部
改
正
） 

３ 

厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

    

第
四
条
第
一
項
第
二
十
一
号
中
「
治
療
方
法
」
を
「
難
病
等
の
治
療
方
法
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
第
八
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

八
十
九
の
二 

難
病
の
患
者
の
福
祉
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会 

 
 

第
六
条
第
二
項
中
「
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
」
を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

難
病
対
策
推
進
審
議
会 

 

」 
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第
十
一
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
難
病
対
策
推
進
審
議
会
） 

第
十
一
条
の
三 

難
病
対
策
推
進
審
議
会
に
つ
い
て
は
、
難
病
対
策
推
進
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第     

号
。
こ
れ
に
基

づ
く
命
令
を
含
む
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 
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理 

由 

 

国
民
の
健
康
の
保
持
を
図
る
上
で
難
病
対
策
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
難
病
の
患
者

の
福
祉
の
増
進
と
国
民
保
健
の
向
上
に
寄
与
す
る
た
め
、
難
病
対
策
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
国
及
び
地
方
公
共

団
体
等
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
等
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、

難
病
対
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 


